
法 人 会 の 事 業

　藤沢南・西・東支部の３支部合同事業として講演会と名刺交換会を藤沢商工会館ミナパークで開催しました。
　今回は、気象予報士の久保井朝美氏をお招きし、｢天気予報の見方と気象災害への備え｣と題する講演会を行いました。
　講演会終了後、別室に移り名刺交換会を開催。法人会のメリットの１つでもある異業種交流会で情報交換等大いに盛り上がりました。

　令和7年3月13日に開催された本部理事会の前段にチャリティー基金贈
呈式を行いました。
　これは昨年11月26日にレイクウッドゴルフクラブにおいて開催された
チャリティーゴルフ大会で集められた基金を藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町に
青少年の育成を目的に寄附しました。
　当日は、藤沢市役所より福祉総務課主幹近藤将文様、茅ヶ崎市役所より
こども育成部こども政策課長樋口剛様、寒川町役場より税務収納課課長
大平茂様にご出席いただき、相原会長より下記の金額を贈呈しました。
　なお、寄附金額はチャリティーゴルフ
大会の参加者の所属支部の割合により
算出しております。

　令和６年度の社会貢献活動の贈呈式が行われ、寒川町教育委員会
には体育の授業で使う「ロイター板」、茅ヶ崎市には交通安全リーフ
レット「交通社会のルーキーをよろしくね」をそれぞれ寄贈しました。

●未使用タオルを寄贈
　女性部会では、タウンニュースで「未使用
タオル」を募り、寄贈活動を行っております。
　今回は藤沢のNPO法人ことりのおうちが
行っているこども食堂に寄贈しました。

藤沢市役所：１１０,０００円
茅ヶ崎市役所：  ５６,０００円
寒川町役場：   ５６,０００円

●2月18日(火) 寒川町教育委員会に寄贈（寒川町役場）

●3月26日(水) 茅ヶ崎市役所に寄贈（茅ヶ崎市役所）

藤沢南・西・東支部合同講演会（藤沢商工会館ミナパーク）

2/19水 参加人数34名

社会貢献活動
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

今回は、令和７年 10 月 1 日施行の改正育児・介護休業法を見て
いきます。改正のポイントは、「柔軟な働き方を実現するための措
置等が事業主の義務」になることです。
10．柔軟な働き方を実現するための措置等　…　義務

＜就業規則等の見直し・要＞
（１）育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関し
て、次の５つの講ずべき措置の中から、２つ以上の措置を選択
して講ずる必要があります

・労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用す
ることができます

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴
取の機会を設ける必要があります

事業主が選択して講ずべき５つの措置　←　２つ以上の措置を選択
して講ずることが必要

①始業時刻等の変更
②テレワーク等 (10 日 / 月 )
③保育施設の設置運営等　
④新たな休暇の付与 (10 日 / 年 )
　　┗ 養育両立支援休暇
⑤短時間勤務制度

【上記択肢の詳細】
①始業時刻等の変更：次のいずれかの措置

（一日の所定労働時間を変更しない）
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げ
  または繰り下げる制度

（時差出勤の制度）
②テレワーク等： 一日の所定労働時間を変更せず、月に 10 日以上

利用できるもの
③保育施設の設置運営等： 保育施設の設置運営その他これに準ずる

便宜の供与をするもの（ベビーシッター
の手配および費用負担など）

④養育両立支援休暇の付与： 一日の所定労働時間を変更せず、年に
10 日以上取得できるもの

⑤短時間勤務制度：　 一日の所定労働時間を原則６時間とする措置を
含むもの

（２）柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
３歳未満の子を養育する労働者に対して、子が３歳になるまで
の適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置
として（１）で選択した制度（対象措置）に関する以下の事項
の周知と制度利用の意向の確認を、 個別に行う必要があります 
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

望ましい措置：家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏
まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的
として、上記の時期以外（育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象
措置の利用期間中など）にも定期的に面談を行う措置
11．仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮　…　義務
（１）妊娠・出産の申出時や子が 3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時
と、労働者の子が３歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事
情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者
の意向を個別に聴取しなければなりません。

望ましい措置：意向聴取の時期は、①、②のほか、「育児休業
後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施する
措置

（２）聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、（１）により聴取した労働者の仕事と育児の両立に
関する意向について、自社の状況に応じて配慮 しなければなり
ません。

具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し　　　　　　　　等

望ましい措置：＊ 子に障害がある場合等で希望するときは、短
時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能
期間を延長する措置

 　　　　　　　＊ ひとり親家庭が希望するときは、子の看護等
休暇等の付与日数に配慮する措置

【育児に関する改正の全体像】

出典：厚生労働省ホームページ：　リーフレット「育児・介護休業
法改正のポイント」（計６ページ）
一部、筆者により削除および加筆・修正をしています。
h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f / s e i s a k u n i t s u i t e /
bunya/0000130583.html
出典：厚生労働省ホームページ：「令和 6 年改正法の概要（政省令
等の公布後）
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.
pdf

┗　新たな休暇

周知期間
労働者の子が３歳の誕生日の１か月前までの１年間 
( １歳 11 か月に達する日の翌々日から２歳 11 か
月に達する日の翌日まで )

周知事項

① 事業主が（１）で選択した対象措置（２つ以上）
の内容 

②対象措置の申出先（例：人事部など） 
③ 所定外労働（残業免除）・時間外労働・深夜業の

制限に関する制度

個別周知・
意向確認の方法

① 面談　②書面交付　③ FAX　④電子メール等　
のいずれか 

注： ①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希
望した場合のみ

意向聴取の時期

① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し
出たとき

② 労働者の子が３歳の誕生日の１か月前までの１
年間（１歳 11 か月に達する日の翌々日から２歳 11
か月に達する日の翌日まで）

聴取内容

①勤務時間帯（始業および終業の時刻）
②勤務地（就業の場所）
③両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件（業務量、

労働条件の見直し等）

意向聴取の方法

① 面談　②書面交付　③ FAX　④電子メール等　
のいずれか

注： ①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希
望した場合のみ

フルタイムでの
柔軟な働き方
※ ②のテレワーク等と

④の新たな休暇（養
育両立支援休暇）は、
原則時間単位で取得
可能とするが必要

→

｢知って得する？｣ 社労士の独り言

神奈川県社会保険労務士会藤沢支部
特定社会保険労務士　石川　貢第 61回

令和６年改正＜育児・介護休業法＞のポイントの概要　その2
～　令和７年10月１日施行分・全企業が対象　～
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